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藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録  

 

 藤沢市農業委員会総会を令和５年９月２５日（月）、本庁舎５階 ５－１・５－２会

議室に招集する。 

出席委員は、次のとおり 

 １番 落 合 喜 治 １６番 井 出 茂 康 

 ２番 小 林 正 幸 １７番 漆 原 豊 彦 

 ３番 永 野 良 徳 １８番 北 村 利 夫 

 ４番 田 代 惠美子 １９番 宮 治 政 彦 

 ６番 関 根 栄 一 ２０番 安 藤 康 彦 

 ７番 齋 藤 義 治 ２２番 澤 野 孝 行 

 ９番 上 田 洋 子 ２３番 平 川 勝 昌 

１０番 吉 川    誠 ２４番 神 﨑 享 子 

１１番 飯 田 芳 一 ２５番 砂 川 耕 介 

１２番 三 上 健 一 

 

１３番 吉 原   豊 

１４番 加 藤   登 

１５番 伊 澤 忠 治 

 

欠席委員は、次のとおり 

 ５番 西 山 弘 行 ８番 井 上 哲 夫 

２１番 佐 藤 智 哉  

 

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり  

事務局長 村 山 勝 彦   主幹 坂 間 英 己       上級主査 永 田  誠 

主 査 森 大 晃   



2 

 

 

委員会の日程は、次のとおり 

 

日程第 １ 議案第 ３８号  農地法第３条の規定による許可申請について  

日程第 ２ 議案第 ３９号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ３ 議案第 ４０号 非農地証明願について 

日程第 ４ 議案第 ４１号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

日程第 ５ 議案第 ４２号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の申し

出について 

日程第 ６ 議案第 ４３号 農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法に基

づく農用地利用集積計画の決定について  

日程第 ７ 報告第 １３号 農地の貸借の合意解約通知について  

日程第 ８ 報告第 １４号 藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて 
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開会 午後２時３２分 

 

事務局（村山勝彦事務局長） それでは、皆様こんにちは。ただいまより「藤沢市農

業委員会総会」を開催いたします。 

本日の委員の出席状況を申し上げます。委員の総数２５名、出席者数２２名

でございます。 

 それでは、初めに齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。 

会長（齋藤義治委員） 皆さん、こんにちは。 

委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中をお集まりいただきまして、

まことにありがとうございます。 

大変に暑かった夏でございましたが、彼岸を境に、少しずつですけれども、

秋の様相に変わってまいりました。  

また、今月末には、後ほどお話があろうかと思いますが、皆さんの協力によ

りまして農地パトロールが行われます。同時に、農家の皆さん方にアンケート

が配付されます。この２つは、とても重要で、今後の地域の農業がどのように

なるのか、一つの分岐点にもなります。 

行政による地域計画の策定、農業委員会においては、目標地図の素案づくり

が行われ、１０年後の青写真がつくられます。各地域から選出されている農業

委員・推進委員の皆さん方が中心となり、地域の将来の農業をどのようにして

いくかということを決める作業でもありますし、禍根の残らないような結果に

したいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。  

前回の農振農用地の件もありますので、あのときと同じような状況が、今回

も行われます。地域計画というものを十分に勉強していただいて、皆さん方に

とって不利のないような結果にしていきたいと思います。  

説明会が何度か開かれましたが、その都度、私は質問をしておりまして、こ

の地域計画が農家にとってメリットがあるのか、あるいはデメリットのほうが

多いのかということで質問をしてみますと、最初の答えが、この地域計画を策

定しないと補助金や助成金がもらえなくなるというふうなことがデメリットだ
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と。それでは、メリットは何ですかと、――まあメリットがそれですけれども、

デメリットは何ですかと聞きますと、地域計画をつくった段階で、いろいろな

農地の規制がなされるということですので、そういうことも十分に加味して検

討していただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

それから、１０月１日からインボイス制度が始まります。これは、今まで消

費税が益税になっているのではないかということで、今回、それを解消するた

めにインボイス制度ができました。  

皆さん方も、多分直売所や、あるいは農協からインボイス番号を、というこ

とも言われていると思いますが、消費者に直接販売をしている方、そのほかに

業者や直売所、農協などにもいろいろ出している方、適格者証明書、適格者請

求書、インボイスが必要な人が必ず出てくると思いますので、いずれにしても

消費税の増税みたいなものですから、これからも十分に検討していただきたい

と思います。 

それでは、ただいまから９月の総会を開会いたします。よろしく御協力のほ

どをお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

事務局（村山勝彦事務局長） ありがとうございました。 

これより議事に入りますが、藤沢市農業委員会総会会議規則第５条の規定に

基づき、齋藤会長に議長をお願いいたします。 

議長（齋藤義治委員） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。  

 なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） 事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。 

事務局（永田 誠上級主査） いいえ、いらっしゃいません。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

それでは、これより会議を開きます。 

 なお、議事録署名人につきましては、議席番号順により、３番の永野良徳委

員と４番の田代惠美子委員の御両名にお願いをいたします。 

これより議事に入ります。 
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日程第１、議案第３８号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 大晃主査） それでは、「農地法第３条の規定による許可申請について」、

説明をさせていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、

２人。所有面積、０ａ。耕作面積、６９ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番、打戻、１筆。地目、畑。地積、７３７㎡。権利の種類、売買

による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、譲

受人の要望による。 

続きまして、番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、３人。所

有面積、耕作面積、ともに５７ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農

地、地番、宮原、２筆。地目、記載のとおり。地積、２筆合計１，３５７㎡。

権利の種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大の

ため。譲渡人、譲受人の要望による。  

続きまして、番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者３人。所有

面積、耕作面積、ともに１０４ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農

地、地番、遠藤、５筆。地目、いずれも畑。地積、５筆合計８，０４３㎡。権

利の種類、贈与による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営継承のため。

譲渡人、譲受人の要望による。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    １６番、井出茂康委員。 

１６番（井出茂康委員）  

資料は１ページをお開きください。  

本件の申請地につきましては、市道遠藤・宮原線にある「打戻大仲」交差点
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から北に約１００ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談をいたしました。  

譲受人は、獺郷などで、露地野菜の生産により農業経営を行っています。  

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地については、コマツナなどを生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

    １０番、吉川 誠委員。 

１０番（吉川 誠委員） 資料は３ページをお開きください。  

本件の申請地につきましては、県道藤沢・厚木線にある「用田」交差点から

南西に約５００ｍの土地と、目久尻川にかかる「戸中橋」から東に約１００ｍ

の土地の２筆になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、厚木市に在住しており、本市のほか厚木市にも田・畑を所有し、

水稲や露地野菜などの生産により農業経営を行っております。 

管理状況は良好であることを、本市分は現地調査で、厚木市分につきまして

は、管轄の農業委員会事務局に確認済みでございます。  

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地につきましては、植木畑やカボチャなどを生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた
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め、許可要件の全てを満たすものと考えております。 

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。 

    １５番、伊澤忠治委員。 

１５番（伊澤忠治委員） 資料は６ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、市道高倉・遠藤線にある「慶応大学入口」交

差点から南東に約３００ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人世帯は、遠藤で、露地野菜などの生産により農業経営を行っています。 

このたび、農業経営継承ため、当該農地を新たに取得するとのことです。  

申請地については、ジャガイモやサトイモなどを生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第３８号について、許可することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第３８号について、許可することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

 日程第２、議案第３９号「農地法第５条の規定による許可申請について」を
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上程いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 大晃主査） それでは、「農地法第５条の規定による許可申請について」、

議案説明をいたします。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、

住所氏名、記載のとおり。経営面積、１０ａ。耕作者、同左人。当該農地、地

番、用田、２筆。地目、いずれも畑。地積、２筆合計４４１㎡。内容、所有権

移転。転用目的、資材置場及び作業場、他に雑種地を含む。農用地区域除外日、

昭和５９年４月２０日。農地種別、第３種農地。 

続きまして、番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。経営面積、１０ａ。耕作者、同左人。当該農地、地番、用田、

１筆。地目、畑。地積、２０１㎡。内容、所有権移転。転用目的、貸駐車場。

農用地区域除外日、昭和５９年４月２０日。農地種別、第３種農地。 

続きまして、地区、六会・長後。番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。

譲渡人、住所氏名、記載のとおり。経営面積、１５ａ。耕作者、同左人。当該

農地、地番、西俣野、２筆。地目、田。地積、２筆合計８４．５２㎡。内容、

一時転用。賃借権設定。転用目的、仮設作業場。一時転用期間、令和５年１１

月１日から令和６年３月３１日まで。農地種別、農用地区域内農地になります。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    １８番、北村利夫委員。 

１８番（北村利夫委員） 資料は１０ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、目久尻川にかかる「道庵橋」から東に約２５

０ｍの土地になります。 

    農地の区分は、住宅の用もしくは事業の用に供する施設または公共施設もし

くは公益的施設が連たんしており、一団の農地面積が３０ａを満たしていない
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ため、「第３種農地」と判断いたします。 

    本件につきましては、古物商を営んでいる事業者と申請者が、事業拡大及び

作業効率化のため、業務委託契約を締結し、買い取った資材の置場及び仕分け

作業のために適地を探していました。  

    当該地は、広い道路に面していて、譲受人の自宅からも近く所有地に隣接し

ているため、申請地が適地であると判断したとのことです。  

申請地は、東側が道路、南側が山林、北側及び西側が譲受人所有地になって

おり、北側の土地と一体で利用します。 

出入口は北側で、歩道の切り下げを行うため、市道路管理課と調整済みであ

ることを確認しています。東側と西側の一部及び南側の境界には、土留鋼板を

設置します。また、残る西側との境には、既存の土留鋼板がありますので、こ

れを利用し被害防除とします。  

なお、敷地内は転圧の上、砂利敷きとし、雨水は、敷地内浸透処理とします。  

    地区協においては、申請人の代理人と面談し、隣接地や道路に影響がないよ

う十分配慮することなどについて指導しました。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

    １８番、北村利夫委員。 

１８番（北村利夫委員） 資料は１２ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、目久尻川にかかる「道庵橋」から東に約２５

０ｍの土地になります。 

    農地の区分は、住宅の用もしくは事業の用に供する施設または公共施設もし

くは公益的施設が連たんしており、一団の農地面積が３０ａを満たしていない

ため、「第３種農地」と判断いたします。 
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    本件につきましては、申請者が取締役を務める法人の従業員の車両が増加す

ることに伴い、令和４年５月総会において承認され、令和４年６月１７日付で

神奈川県知事から農地転用許可を受けた本申請地の西側の隣接地に設けている

駐車場だけでは手狭になることから、適地を探していました。  

申請地は、広い道路に面していて事業所にも近く、現駐車場に隣接している

ため、転用の上、敷地の拡張を行うものです。 

申請地は、北側が道路、東側及び南側が雑種地、西側が、現在使用している

駐車場になっており、西側の駐車場と一体で利用します。  

南側と東側の境界には、既存の万能鋼板がありますので、これを利用し被害

防除とします。 

また、敷地内は、転圧の上、砂利敷きとし、雨水は、敷地内浸透処理としま

す。 

    地区協においては、申請者の代理人と面談し、隣接地に影響がないよう十分

配慮することなどについて指導しました。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。 

    １１番、飯田芳一委員。 

１１番（飯田芳一委員） 資料は１４ページをお開きください。  

申請地につきましては、境川にかかる「東西橋」から西に約５０ｍの土地に

なります。 

    本件につきましては、本申請地に隣接する鉄塔の改修工事を行うため、仮設

作業場として一時転用するものです。 

農地の区分は、農振農用地で、本来農地転用できませんが、仮設作業場とし

ての一時転用申請のため、農地に戻す前提で申請されていますので、例外的に
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許可できる案件となります。 

申請地は、北側及び東側が道路、南側が田、西側は鉄塔になっております。

ネットフェンス及び単管ロープ柵で仮囲いし、安全対策を施します。 

工事期間は、令和５年１１月１日から令和６年３月３１日を見込んでおりま

す。 

    地区協において、譲受人の代理人と面談し、周辺の農地に十分配慮すること

などについて指導いたしました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第３９号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第３９号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります 

    日程第３、議案第４０号「非農地証明願について」を上程いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 大晃主査） それでは、「非農地証明願について」説明をさせてい

ただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、

地番、遠藤、２筆。地目、いずれも畑。地積、２筆合計９６㎡。内容、昭和５

７年頃より駐車場として利用し、現在に至る。確認資料、平成８年航空写真。

現地確認日、令和５年９月１２日。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 
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    それでは、番号１について意見を求めます。  

１５番、伊澤忠治委員。 

１５番（伊澤忠治委員） 資料は１６ページをお開きください。  

本件の申請地につきましては、市道大庭・獺郷線にある「苅込」交差点から

から、西に約７００ｍの土地になります。 

    申請者は、遠藤の土地について、昭和５７年頃から駐車場の敷地として利用

し、現在に至っているとのことです。  

    農地の区分は、一団の農地が１０ヘクタールを超えているため、「第１種農

地」と判断いたしました。 

第１種農地は、原則、非農地証明に該当しませんが、申請地は「位置・面積・

形状等から見て、農地として耕作の用に供することができないもの」に該当す

るため、例外的に非農地として証明できます。 

    神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和５年９月１２日に、地区委員の私と、事務

局の職員で現地調査を行い、申請どおりであることを確認しております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第４０号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第４０号について、承認することに決定をい

たします 

次に移ります 

    日程第４、議案第４１号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」

を上程いたします。 

 事務局の説明を求めます。 
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森 主査。 

事務局（森 大晃主査） それでは、「相続税の納税猶予に関する適格者証明願につい

て」、説明をさせていただきます。  

地区、六会・長後。番号１。被相続人、住所氏名、記載のとおり。相続人、

住所氏名、記載のとおり。特例農地、地番、土棚、１筆。地目、畑。地積、８

８５㎡。区域区分、生産緑地。相続開始年月日、令和４年１２月１４日。経営

面積、１，６７２㎡。現地確認日、令和５年９月１２日。  

続きまして、地区、藤鵠・村岡・明治。番号２。被相続人、住所氏名、記載

のとおり。相続人、住所氏名、記載のとおり。特例農地、地番、亀井野、２筆、

石川、２筆、鵠沼神明二丁目、６筆、合計１０筆。地目、記載のとおり。地積、

１０筆合計４，３４６㎡。区域区分、記載のとおり。相続開始年月日、令和５

年１月１日。経営面積、５，７１０㎡。現地確認日、令和５年９月１３日。 

続きまして、番号３。被相続人、住所氏名、記載のとおり。相続人、住所氏

名、記載のとおり。特例農地、地番、大庭６筆。地目、記載のとおり。地積、

６筆合計４，０６７㎡。区域区分、記載のとおり。相続開始年月日、令和４年

１１月２６日。経営面積、４，０６７㎡。現地確認日、令和５年９月１２日。 

続きまして、番号４。被相続人、住所氏名、記載のとおり。相続人、住所氏

名、記載のとおり。特例農地、地番、大庭、２筆。地目、いずれも田現況畑。

地積、２筆合計１，６６８㎡。区域区分、農用地。相続開始年月日、令和５年

４月１６日。経営面積、４，５８９㎡。現地確認日、令和５年９月１２日。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    １３番、吉原 豊委員。 

１３番（吉原 豊委員） 本件につきましては、令和５年９月１２日に、相続人及び私

と事務局職員及で現地確認を行いました。  

現地の状況としましては、土棚字土棚の畑は、区画整理区域内でありますが、

既に仮換地が行われており、仮換地後の農地としては、リンゴ、サツマイモな
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どの栽培中であり、全て適正に管理されていました。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

   ６番、関根栄一委員 

６番（関根栄一委員） 本件につきましては、令和５年９月１３日に、相続人と事務

局職員及び私で現地確認を行いました。  

現地の状況は、サトイモ、ピーマンの栽培中及び作付け準備中であり、適正

に管理されていました。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。 

    ２４番、神﨑享子委員。 

２４番（神﨑享子委員） 本件につきましては、令和５年９月１２日に、相続人及び

西山委員と事務局職員で現地確認を行いました。  

現地の状況は、１筆が露地野菜の作付け準備中で、ほかの５筆は水稲作付け

準備中であり、全て適正に管理されていました。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号４について意
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見を求めます。 

    ２４番、神﨑享子委員。 

２４番（神﨑享子委員） 本件につきましては、令和５年９月１２日に、相続人の夫

及び西山委員と事務局職員で現地確認を行いました。  

現地の状況は、１筆がウメの栽培中で、ほかの１筆がネギ、サツマイモなど

の栽培中であり、全て適正に管理されていました。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第４１号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第４１号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第５、議案第４２号「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の

申し出について」を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

    永田上級主査。 

事務局（永田 誠上級主査） それでは、日程第５、議案第４２号「農業経営基盤強化

促進法に基づく利用権設定等の申し出について」、説明をさせていただきます。 

    番号１は、用田を中心に９５５ａを耕作する方の更新借受分です。 

    番号２は、用田で３６５ａを耕作する方の更新借受分です。 

    番号３は、葛原で５７ａを耕作する法人の更新借受分です。 

    番号４は、葛原で１４７ａを耕作する法人の更新借受分です。 

番号５は、葛原で７３ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、ニンジ

ン等を栽培する予定となっております。  
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番号６と番号７は、葛原で４５ａを耕作する法人の更新借受分です。 

なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、本件について、意見を求めます。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第４２号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第４２号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

    日程第６、議案第４３号「農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法

に基づく農用地利用集積計画の決定について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

    永田上級主査。 

事務局（永田 誠上級主査） それでは、日程第６、議案第４３号「農地中間管理事業

に係る農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定について」、

説明をさせていただきます。 

番号１から２及び番号４は、遠藤で６４ａを耕作する方の新規借受分で、当

該地ではホウレンソウを栽培する予定とのことです。 

番号３は、宮原と遠藤で４９ａを耕作する方の新規借受分で、当該地ではピ

ーマンを栽培していく予定とのことです。 

番号５は、辻堂太平台で耕作していた方の新規借受分で、当該地ではサツマ

イモを作付けしていく予定とのことです。 

なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

    以上で説明を終わります。 
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議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第４３号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第４３号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第７、報告第１３号「農地の貸借の合意解約通知について」を上程いた

します。 

    事務局の説明を求めます。 

    永田上級主査。 

事務局（永田 誠上級主査） それでは、日程第７、報告第１３号「農地の貸借の合意

解約通知について」、説明をさせていただきます。  

    本件については、耕作者が遠方で作付けすることが困難となったため、使用

貸借権を合意解約する旨の通知を受けたものです。  

    この土地については、別の方が借り受け、今後、耕作することとなっており

ます。 

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第１３号を終了いたします。  

    次に移ります。 

日程第８、報告第１４号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告
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について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

永田上級主査。 

事務局（永田 誠上級主査） 本件につきましては、まず 1２ページから１３ページま

でが「農地法第３条の３第１項の規定による届出」でございます。  

六会・長後地区が１件、藤鵠・村岡・明治地区が２件、合計３件となってお

ります。 

続きまして、１４ページが「農地法第４条第１項第７号の規定による転用届

出」でございます。 

六会・長後地区が３件、藤鵠・村岡・明治地区が２件、合計５件となってお

ります。 

続きまして、１５ページから１７ページまでが、「農地法第５条第１項第６

号の規定による転用届出」でございます。  

六会・長後地区が５件、藤鵠・村岡・明治地区が４件、合計９件となってお

ります。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましても、いずれも報告事項でございます。お目

通しの上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第１４号を終了いたします。 

 以上で、本日予定をしておりました議事については、全て終了いたしました。  

    それでは、以上をもちまして９月の総会を閉会といたします。  

    委員の皆様方におかれましては、大変長時間にわたり御審議をいただきまし

て、まことにありがとうございました。  

    ありがとうございました。 

     

閉会 午後３時１０分 
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以上のとおり相違ありません。 

 

議  長      齋 藤 義 治 

 

署名委員（   番） 

 

署名委員（   番） 

 


